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債務超過解消による猶予期間の解除に関するお知らせ 

 

当社は、2017 年３月期において債務超過の状況となり、株式会社東京証券取引所及び株式会社名

古屋証券取引所（以下、両取引所）における上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりましたが、本

日、有価証券報告書を関東財務局長に提出し、2018年３月期において債務超過を解消したことによ

り、両取引所において猶予期間入り銘柄から解除されましたので、お知らせします 

 

記 

 

１．対象となる法定開示書類 

有価証券報告書（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日） 

 

２．債務超過解消に至った経緯 

当社は 2017 年３月期において債務超過の状況となっておりましたが、第三者割当増資を実施し

たことや、ウェスチングハウス関連資産や映像事業等の売却により、株主資本は改善し、2018 年３

月期において債務超過が解消されました。 

 

３．今後の見通し 

当社の 2019 年３月期の連結業績予想については、2018 年５月 15 日付「平成 30 年３月期決算短

信[米国基準]（連結）」に記載の通りです。業績予想値には、東芝メモリ株式会社の譲渡完了による

相当額の譲渡益を織込み済です。 

当社は 2018 年５月 15 日付「全社変革計画「東芝 Next プラン」について」にて、今後５年間の会

社変革の計画である「東芝 Next プラン」を策定中であり、基礎収益力強化施策、事業別の中期戦略

をまとめ、デジタルを活用した高収益・リカーリング型事業へ構造転換するための計画を策定して

いくことをお知らせしておりましたが、「東芝 Next プラン」を年内に公表し、その実行により、株

主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーからのさらなる信頼回復を図るとともに、収益

基盤の強化及び安定的な成長を実現し、企業価値、株主価値の最大化を目指してまいります。 

 

以 上 


